
経済産業省における

予防・健康づくりに向けた取り組み

令和7年１月16日

経済産業省ヘルスケア産業課
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我が国が直面する課題

（出所）人口・高齢化率については、国土交通省「2050年の国土に係わる状況変化」（令和２年９月）による。平均寿命については、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」の出生中
位・死亡中位仮定による推計結果による。要介護者については、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成29年推計）」、総務省「人口推計（平成28年）」、厚生労働省「平成27年度介護給
付実態調査」統計表第３表 平成27年11月審査分より経済産業省作成による。社会保障給付費については、内閣官房全世代型社会保障構築本部事務局「基礎資料集」（令和４年３月）による。

人口・生産年齢人口・高齢者数・要介護者数の推移

その他 生産年齢人口 非要介護の高齢者 要介護の高齢者

2020年

1.26億人
高齢化率

28.7％

0.75億人

0.52億人

0.29億人

0.29億人

0.07億人

0.1億人
2050年

1.02億人
高齢化率

37.7％

社会保障給付費の推移

医療 介護

2025年度

140兆円
対GDP比

21.8％

47.8兆円

66.7兆円

15.3兆円

25.8兆円
2040年度

190兆円
対GDP比

24％
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ヘルスケア政策の目指す姿と施策

（１）健康経営の推進（企業が従業員の健康づくりを「コスト」ではなく「投資」として捉え、人的資
本投資の一環として推進）

（２）PHR（パーソナルヘルスレコード：健康診断結果や日常の脈拍や歩数のデータ）を活用し
た新たなサービスの創出

（３）介護・認知症等の地域課題への対応

（４）質の高いヘルスケアサービスの創出・振興

（５）ヘルスケアベンチャー支援

（６）医療・介護・ヘルスケアの国際展開

経済成長持続可能な社会保障制度構築への貢献

国民の健康増進

目標

健康寿命を

2040年に75歳以上に
（2016年72歳から３歳増）

※厚生労働省「健康寿命延伸プラン」より

公的保険外の
ヘルスケア・介護に係る国内市場を

2050年に77兆円に
(2020年24兆円から53兆円増)

１ ２ 3 世界市場のうち日本企業の
医療機器の獲得市場を

2050年に21兆円に
(2020年３兆円から18兆円増)
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（1）予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業

（2）予防・健康づくりの社会実装加速化事業

（3）予防・健康づくり分野における先端技術を活用した

社会課題解決サービス開発促進事業



事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

エビデンス構築からエビデンスの整理、社会実装に至るまでの研究
開発および基盤整備の支援を行うことで、エビデンスに基づいた質
の高いヘルスケアサービスの社会実装を可能にする。

商務・サービスグループ

ヘルスケア産業課

成果目標

令和９年度までに、IoT技術等の活用により得られた健康データ
を活用した質の高いサービスが社会実装される仕組みの確立を目
指す。具体的には、

• 学会による指針の策定10件

• 一定のエビデンスを取得して開発され、社会実装されたサービ
ス数９件（累計） 等を目指す。

事業概要

①非薬物的介入手法が有用な疾患領域におけるエビデンス構
築支援事業

認知症や心の健康保持増進等の領域で、デジタル等の新しい
技術を活用した介入手法、非医療関係者でも利活用可能な
評価指標等に関するエビデンスを構築する。

②構築されたエビデンスについての社会実装支援事業

構築されたエビデンスの社会実装を推進するため、関連疾患
領域の学会等によるエビデンスの整理・指針等の作成を支援
する。

③IoT技術や健康データ等の活用に関する実証事業

IoT技術を活用し得られた健康データ等の活用に関する実証
等を行い、社会実装の促進に向けたエビデンス構築やサービス
開発支援をする。

国
委託国立研究開発法

人日本医療研究
開発機構
（AMED）

補助（10/10）
大学・医療機関・民間
企業等コンソーシアム

医療・健康推進事業のうち、

（1）予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業
令和7年度予算案額 11億円（15億円）



事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

予防・健康づくり領域の特色を踏まえ、エビデンスに基づいた質の
高いヘルスケアサービスの創出・振興に向け、予防・健康づくりの社
会実装に向けた研究開発基盤整備事業等で得られた予防・健
康づくりに関する成果を、適切な形でサービス開発事業者やサービ
ス利用者が活用できる社会の実現を目指す。

商務・サービスグループ

ヘルスケア産業課

成果目標

R9年度までに、エビデンスに基づいた質の高いヘルスケアサービス
が創出され、社会実装されるための基盤を確立する。

事業概要

学会指針をはじめとした、予防・健康づくりの社会実装に向けた研
究開発基盤整備事で得られた成果等が、サービス開発事業者や
企業・自治体・健康保険組合等の利用者に適切に利活用される
ための基盤整備を行う。

具体的には、①学会において策定された指針を適切に管理・更
新し、サービス開発事業者や利用者に活用されるための体制整
備、②事業化を見据えた産学連携の研究開発を促進するにあた
り、サービス開発における伴走支援を実施し、質の高いヘルスケア
サービスの社会実装の支援、等を行う。

医療・健康推進事業のうち、

（2）予防・健康づくりの社会実装加速化事業
令和7年度予算案額 2.0億円（新規）

（研）日本
医療研究
開発機構
（AMED）

大学・
研究機関

等

委託

国

補助
（定額）
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患者への投薬を
通じた医薬品の
エビデンス構築

医薬品
による治療

民間主導でエビデンス
構築が進みにくい

※ 「認知症」や「心の健康保持・
増進」等でエビデンス構築を支援

オーソライズの仕組みエビデンス構築

制度に基づく承認
PMDA審査（ベネフィット/リスク評価）を経て、
薬機法に基づく厚労大臣承認、保険収載

行動変容に
よる予防・健
康づくり

①事業者団体
（適切なサービス提供）

自主ガイドラインを策定
⚫ サービス提供体制
⚫ 適切な情報管理
⚫ 広告表示のあり方など

②アカデミア
（エビデンスの整理）

医学的な観点からエビデンスを
整理した指針等を策定

⚫ エビデンスレベルの整理
⚫ 効果検証方法
⚫ 効果の謳い方 など

社
会
実
装

ヘルスケア分野におけるエビデンス構築に係る課題

⚫ 事業者団体による適切なサービス提供に向けたガイドラインの策定、 アカデミアによる医学的エビデンス

を整理した指針の策定、の両面からオーソライズする仕組みの構築を支援する。

オーソライズの仕
組みが制度化さ
れていない

臨床評価のガイドライン
・有用な研究期間、評価指標

診療ガイドライン
・標準治療としての推奨

医学会、産業界が連携した
オーソライズの仕組みを構築
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①業界自主ガイドライン等
（適切なサービス提供）
• サービス提供体制
• 適切な情報管理
• 広告表示のあり方
• 客観性の担保

など

質の担保されたサービスが
利用者の元へ普及

リアルワールドエビデンスを
用いたサービスの質の向上

品質担保スキーム

• 第三者認証

• 業界団体認証

• 自己宣言

• 団体入会基準

など

医学会

研究機関

科学的有用性が担保されたサービスの社会実装

⚫ 質の高いヘルスケアサービスの社会実装を進めるため、業界団体・医学会による信頼性担保の基準を
策定すると共に、基準に基づいたサービス開発を促進するための仕組みを検討。

信頼性確保の基準

産業界

業界団体

サービス

提供事業者

企業

サービス開発 認証等の取得

オーソライズの仕組み

社会実装支援

企業、保険者、自治体等の
予防健康づくり施策（健康経

営、保健指導、PFS／SIB等）にお
いて、認証されたヘルスケ
アサービスを活用

②医学会指針等
（エビデンスの整理）
✓ エビデンスの可視化

✓ 効果検証の方法

✓ 効果の謳い方

ガイドライン

・指針を参照

サービス開発の流れ
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予防・健康づくりに関する医学会による指針の策定・普及

（
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｄ
）

日
本
医
療
研
究
開
発
機
構

研究
支援

• 関連する疾患分野の学会が、予防・健康
づくりにおける非薬物的介入手法につい
ての既存エビデンスの構築状況やそれらに
対する評価を整理し、指針を策定。

• 令和４年度より一次予防領域の７課題、
令和５年度より二次・三次予防領域※のう
ち、特にヘルスケアサービスの開発が進んでお
り、疾病負荷の低減が期待される各疾患領
域の３課題を採択。

※二次予防は既に発症している疾病の早期発見・早期治療に繋げること、三
次予防は再発防止や重症化予防、早期の社会生活・職場復帰等を指す。

「予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業
（ヘルスケア社会実装基盤整備事業）」

①エビデンスに基づくヘルスケアサービスの社会実装に向けた先進事例の調査

②指針等が広く利活用されるための環境整備

環境
整備

領域 中心的学会

成人・中年期の課題
●高血圧学会
●糖尿病学会、体力医学会
●腎臓学会

老年期の課題
●老年医学会、サルコペニア・フレ
イル学会
●認知症関連6学会

職域の課題
●産業衛生学会（メンタルヘルス）

●産業衛生学会（女性の健康）

働く世代における
二次・三次予防

●動脈硬化学会
●女性医学学会
●循環器学会

②医学会による指針の普及

①医学会による指針の策定
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（参考）予防・健康づくりに関する医学会による指針の策定
領域 採択事業

成人・中年期の課題

生活習慣病分野（高血圧、脂質異常、

糖尿病）など

●福岡大学 有馬班（高血圧学会が中心）
→ デジタル技術を活用した血圧管理

●順天堂大学 綿田班（糖尿病学会、体力医学会が中心）
→ 2型糖尿病の発症予防を目指すヘルスケアサービス

●大阪大学 猪阪班（腎臓学会が中心）
→ 慢性腎臓病の発症・進展に関するヘルスケアサービスやデジタル技術介入

老年期の課題

認知症分野、フレイル・サルコペニア

分野など

●長寿研 荒井班（老年医学会、サルコペニア・フレイル学会が中心）
→ サルコペニア・フレイルの予防に関するヘルスケアサービス

●高知大学 數井班（認知症関連6学会）
→ 認知症発症リスク及び症状低減のための非薬物療法

職域の課題

心の健康保持・増進分野、女性の健康

分野など

●産業医科大学 榎原班（産業衛生学会が中心）
→ メンタルヘルスに対するデジタルヘルス・テクノロジ予防介入

●秋田大 野村班（産業衛生学会が中心）
→ 働く女性の健康に関する非薬物的介入

働く世代における二次・三次予防
脂肪肝関連疾患、循環器疾患、メンタルヘ

ルス、婦人科疾患等

●東京慈恵医科大学 吉田班（動脈硬化学会が中心）
脂肪肝関連疾患にともなう動脈硬化性心血管疾患の二次・三次予防に資するヘルスケアサービス

●東京医科歯科大学 寺内班（日本女性医学学会が中心）
働く女性における月経困難症・月経前症候群・更年期障害の二次予防・三次予防

●聖路加国際大学 水野班（循環器学会が中心）
循環器疾患におけるヘルスケアサービス

今年度末完成
3/6成果発表
大手町サンケイプラザ

R7年度末
完成予定

【E-LIFEヘルスケアナビ】
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【指針構成案】

・刊行によせて
・序文
・ヘルスケアクエスチョン(HQ)

HQ ex)スマートフォンアプリによる
介入は、一般成人において血圧を
低下させるか？

• エビデンス総括
• 解説
• まとめ
• Future Research Question

• 文献検索
• 推奨決定の説明
• 引用文献

• 指針は各行動変容のエビデンスを整理したもの
（個別のサービスを評価したものではない）

• 主にはデジタル技術を活用した行動変容が対象

策定後の予定

1. モダリティやHQ毎等、参照可能な形に整理（維持管理）

2. 業界自主ガイドラインとの連携（活用普及）など

推奨度

1. 行うことを強く推奨する

2. 行うことを提案する

3. 行わないことを弱く推奨する

4. 行わないことを強く推奨する

5. エビデンス不十分のため推奨を保
留する

各HQ毎に推奨度を決定

指針に基づいたサービス開発を支援

Future Research Questionと
して、エビデンス基盤構築を支援

指針の概要紹介
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デジタル技術を活用した血圧管理に関する指針（草案）

【Future Research Question】

【Healthcare Question】

引用：日本高血圧学会「デジタル技術を活用した血圧管理に関する指針」パブリックコメントのお願い
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AMED機能強化の体制（イメージ案）

各種支援

実証研究の実施先
•AMEDが過去プロジェクト等を
通じてネットワークを有する、自
治体、企業、医療機関等

Innohubでは対応不可能なアカ
デミックな問合せはAMEDに連携

AMED

③ビジネスに関心のあるアカデミア人材の照会機能

⑥実証研究の実施先の照会機能

⑦各種団体との連携強化・普及啓発

指針策定学会や研究班等
との連携

外部機関との連携

AMED機能強化

① 指針の管理・更新
② 指針の普及
⑤ 分野２の社会実装
サービス開発事業者からの依頼に
応じて、研究デザインの構築を支援

④ 実用化計画策定のための伴
走支援
ソリューション事業採択課題のうち一
部に関して、実用化計画策定を支
援

アカデミア
•指針を策定した10学会
•AMEDが過去プロジェクト等を通
じてネットワークを有する研究者

Innohub

サービス開発事業者
•科学的エビデンスの裏付けを有
するサービスの開発を目指すス
タートアップ等

サービスの利用者
•雇用主企業/健保組合
及び自治体/国保等

問い合わせ/応募、
情報収集

各種団体
•本事業の支援対象である
サービス開発事業者となり
得る者への体系的なアプ
ローチを実施

エビデンスを有するヘルスケア
サービスにかかる普及・啓発

⑥

⑥

⑦

①②⑤

②
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R7年度からのAMEDでの研究開発事業について

アカデミア人材とのマッチング、

実用化計画策定のための伴走支援等

【課題】

• 医薬品等に比して、非薬

物的介入（ヘルスケアサー

ビス）はエビデンスが不十

分

【課題】

• 薬機法の対象外である

ヘルスケアサービスでは、

蓄積したエビデンスをオー

ソライズする機能がない

【課題】

• 品質向上に向けたアカデミアとの連携が困難

• 利用者が求めるニーズとマッチせず実用化が

進まない

• 事業化に必要なリソースへのアクセス及び事

業戦略の構築が困難

研究者による行動変容の

エビデンス構築を支援

Step ① 行動変容の
エビデンス構築

Step ② エビデンス整理 Step ③ 実用化を見据えたサービス開発

学会によるエビデンスレ

ビューや指針策定を支援

事業者等による学会指針等を踏まえた

サービス開発を支援

学会において策定された

指針の管理・更新と適切

な利用に向けた体制整備

社
会
実
装
・
ス
ケ
ー
ル
化

予
防
・
健
康
づ
く
り
の
社
会
実
装
に

向
け
た
研
究
開
発
基
盤
整
備
事
業

予防・健康づくりの

社会実装加速化事業
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（1）予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業

（2）予防・健康づくりの社会実装加速化事業

（3）予防・健康づくり分野における先端技術を活用した

社会課題解決サービス開発促進事業
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先端技術活用メンタルヘルスサービス開発促進事業

※２：健康・医療新産業協議会第８回健康投資WG 事務局説明資料
※３：職域の心の健康関連サービスの創出と活用に向けてー民間サービスの情報開示のあり方ー（2024年３月）（https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/teigen.pdf）

• デジタルメンタルヘルスサービス（DMH※1）の開発支援と、中小企業等での導入補助を実施

し、様々な場面でのDMHの社会実装を促進すること。

※1：AI技術や情報通信技術、デジタル技術を用いた一般労働者に提供される予防やエンゲイジメント向上を目的としたヘルスケアサービス。

背景・課題感 事業概要 ※変更可能性有

サービス
提供事業者

・AIや情報技術の発展により、人で
は難しい対応ができる新たなサービス
が創出されている。
・予防やエンゲージメント向上に効果
があることは実証されているが、実装
には少し遠い。

・一番の課題はメンタルヘルス※2。内製
では難しいので、外部サービスの活用も
必要。
・広く導入できるDMHにも関心がある
が、導入にあたっては、期待される効果
とともに、提供実績も重視※3。

雇用主企業

経済
産業省

運営
事業者

①サービス提供事業者
４～10社程度

②中小企業等
目標：500社※4

※4：中間団体経由での提供も検討

・開発補助（定額）
・一部指標等の設定
・３月末～４月公募予定

・導入補助（上限あり、1/2）
・成果要件あり
・６月頃～募集
・～12月頃順次導入

・結果報告
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ご清聴、ありがとうございました。
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